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関係条⽂

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）

(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、⼆以上の都道府県の区域内に事務所(本店、⽀店そ
の他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつて
は国⼟交通⼤⾂の、⼀の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場
合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

２ 前項の免許の有効期間は、五年とする。
３ 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなけ
ればならない。

４ 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第⼆項の有効期間の満了の⽇までにその申請
について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなさ
れるまでの間は、なお効⼒を有する。

５ 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有
効期間の満了の⽇の翌⽇から起算するものとする。

６ 第⼀項の免許のうち国⼟交通⼤⾂の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四⼗⼆年
法律第三⼗五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国⼟交通⼤⾂の免許
の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより⼿数料を、それぞれ納めなければな
らない。

(取引主任者の設置)
第⼗五条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国⼟交通省令で定める場所(以下この条及び第
五⼗条第⼀項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して
国⼟交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第⼆⼗⼆条の⼆第⼀項の宅地建物取
引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

２ 前項の場合において、宅地建物取引業者(法⼈である場合においては、その役員(業務を執⾏す
る社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が
⾃ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者
である専任の取引主任者とみなす。

３ 宅地建物取引業者は、第⼀項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等
が同項の規定に抵触するに⾄つたときは、⼆週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な
措置を執らなければならない。

(取引主任者証の提⽰)
第⼆⼗⼆条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提⽰しな
ければならない。

(営業保証⾦の供託等)
第⼆⼗五条 宅地建物取引業者は、営業保証⾦を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければ
ならない。

２ 前項の営業保証⾦の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引
の実情及びその取引の相⼿⽅の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。

３ 第⼀項の営業保証⾦は、国⼟交通省令の定めるところにより、国債証券、地⽅債証券その他の
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国⼟交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成⼗三年法律第七⼗五号)
第⼆百七⼗⼋条第⼀項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

４ 宅地建物取引業者は、営業保証⾦を供託したときは、その供託物受⼊れの記載のある供託書の
写しを添附して、その旨をその免許を受けた国⼟交通⼤⾂⼜は都道府県知事に届け出なければ
ならない。

５ 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはなら
ない。

６ 国⼟交通⼤⾂⼜は都道府県知事は、第三条第⼀項の免許をした⽇から三⽉以内に宅地建物取引
業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなら
ない。

７ 国⼟交通⼤⾂⼜は都道府県知事は、前項の催告が到達した⽇から⼀⽉以内に宅地建物取引業者
が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。

８ 第⼆項の規定に基づき政令を制定し、⼜は改廃する場合においては、その政令で、営業保証⾦
の追加の供託⼜はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含
む。)を定めることができる。

(重要事項の説明等)
第三⼗五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相⼿⽅若し
くは代理を依頼した者⼜は宅地建物取引業者が⾏う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各
当事者(以下「宅地建物取引業者の相⼿⽅等」という。)に対して、その者が取得し、⼜は借
りようとしている宅地⼜は建物に関し、その売買、交換⼜は貸借の契約が成⽴するまでの間
に 取引主任者をして 少なくとも次に掲げる事項について これらの事項を記載した書⾯(第、 、 、
五号において図⾯を必要とするときは、図⾯)を交付して説明をさせなければならない。

⼀ 当該宅地⼜は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義⼈⼜は登記
簿の表題部に記録された所有者の⽒名(法⼈にあつては、その名称)

⼆ 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の⽬的物が宅
地であるか⼜は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか⼜は貸借
の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する
事項の概要

三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四 飲⽤⽔、電気及びガスの供給並びに排⽔のための施設の整備の状況(これらの施設が整備さ
れていない場合においては、その整備の⾒通し及びその整備についての特別の負担に関する
事項)

五 当該宅地⼜は建物が宅地の造成⼜は建築に関する⼯事の完了前のものであるときは、その
完了時における形状、構造その他国⼟交通省令・内閣府令で定める事項

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三⼗七年法律第六⼗九号)第⼆条第⼀項に規
定する区分所有権の⽬的であるものであるときは、当該建物を所有するための⼀棟の建物の
敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共⽤部分に関する規約の定めその
他の⼀棟の建物⼜はその敷地(⼀団地内に数棟の建物があつて、その団地内の⼟地⼜はこれに
関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その⼟地を含む。)に関する権
利及びこれらの管理⼜は使⽤に関する事項で契約内容の別に応じて国⼟交通省令・内閣府令
で定めるもの

七 代⾦、交換差⾦及び借賃以外に授受される⾦銭の額及び当該⾦銭の授受の⽬的
⼋ 契約の解除に関する事項
九 損害賠償額の予定⼜は違約⾦に関する事項
⼗ 第四⼗⼀条第⼀項に規定する⼿付⾦等を受領しようとする場合における同条⼜は第四⼗⼀
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条の⼆の規定による措置の概要
⼗⼀ ⽀払⾦⼜は預り⾦(宅地建物取引業者の相⼿⽅等からその取引の対象となる宅地⼜は建物
に関し受領する代⾦、交換差⾦、借賃その他の⾦銭(第四⼗⼀条第⼀項⼜は第四⼗⼀条の⼆第
⼀項の規定により保全の措置が講ぜられている⼿付⾦等を除く。)であつて国⼟交通省令・内
閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六⼗四条の三
第⼆項の規定による保証の措置その他国⼟交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるか
どうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

⼗⼆ 代⾦⼜は交換差⾦に関する⾦銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る⾦銭の
貸借が成⽴しないときの措置

⼗三 当該宅地⼜は建物の瑕疵かしを担保すべき責任の履⾏に関し保証保険契約の締結その他
の措置で国⼟交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場
合におけるその措置の概要

⼗四 その他宅地建物取引業者の相⼿⽅等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、
次のイ⼜はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ⼜はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地⼜は建物を買い、⼜は借りようとする個⼈であ
る宅地建物取引業者の相⼿⽅等の利益の保護に資する事項を定める場合 国⼟交通省令・
内閣府令

ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国⼟交通省令
２ 宅地建物取引業者は、宅地⼜は建物の割賦販売(代⾦の全部⼜は⼀部について、⽬的物の引渡
し後⼀年以上の期間にわたり、かつ、⼆回以上に分割して受領することを条件として販売する
ことをいう。以下同じ。)の相⼿⽅に対して、その者が取得しようとする宅地⼜は建物に関し、
その割賦販売の契約が成⽴するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書⾯を交付して説明をさせなければならな
い。
⼀ 現⾦販売価格(宅地⼜は建物の引渡しまでにその代⾦の全額を受領する場合の価格をいう。)
⼆ 割賦販売価格(割賦販売の⽅法により販売する場合の価格をいう。)
三 宅地⼜は建物の引渡しまでに⽀払う⾦銭の額及び賦払⾦(割賦販売の契約に基づく各回ごと
の代⾦の⽀払分で⽬的物の引渡し後のものをいう。第四⼗⼆条第⼀項において同じ。)の額並
びにその⽀払の時期及び⽅法

３ 宅地建物取引業者は、宅地⼜は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに
限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相⼿⽅に対して、その者が取得しようとして
いる信託の受益権に係る信託財産である宅地⼜は建物に関し、その売買の契約が成⽴するまで
の間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書
⾯(第五号において図⾯を必要とするときは、図⾯)を交付して説明をさせなければならない。た
だし、その売買の相⼿⽅の利益の保護のため⽀障を⽣ずることがない場合として国⼟交通省令
で定める場合は、この限りでない。
⼀ 当該信託財産である宅地⼜は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記
名義⼈⼜は登記簿の表題部に記録された所有者の⽒名(法⼈にあつては、その名称)

⼆ 当該信託財産である宅地⼜は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制
限で政令で定めるものに関する事項の概要

三 当該信託財産である宅地⼜は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四 当該信託財産である宅地⼜は建物に係る飲⽤⽔、電気及びガスの供給並びに排⽔のための
施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の⾒通し及び
その整備についての特別の負担に関する事項)

五 当該信託財産である宅地⼜は建物が宅地の造成⼜は建築に関する⼯事の完了前のものであ
るときは、その完了時における形状、構造その他国⼟交通省令で定める事項
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六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第⼆条第⼀項に規定する区分所
有権の⽬的であるものであるときは、当該建物を所有するための⼀棟の建物の敷地に関する
権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共⽤部分に関する規約の定めその他の⼀棟の建
物⼜はその敷地(⼀団地内に数棟の建物があつて、その団地内の⼟地⼜はこれに関する権利が
それらの建物の所有者の共有に属する場合には、その⼟地を含む。)に関する権利及びこれら
の管理⼜は使⽤に関する事項で国⼟交通省令で定めるもの

七 その他当該信託の受益権の売買の相⼿⽅の利益の保護の必要性を勘案して国⼟交通省令で
定める事項

４ 取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相⼿⽅に対し、取引主任者証を提⽰しなけ
ればならない。

５ 第⼀項から第三項までの書⾯の交付に当たつては、取引主任者は、当該書⾯に記名押印しなけ
ればならない。

(供託所等に関する説明)
第三⼗五条の⼆ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相⼿⽅等に対して、当該売買、交換⼜
は貸借の契約が成⽴するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六⼗四条の⼆第⼀項の規定に
より指定を受けた⼀般社団法⼈の社員でないときは第⼀号に掲げる事項について、当該宅地建
物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた⼀般社団法⼈の社員であるときは、第六⼗四
条の⼋第⼀項の規定により国⼟交通⼤⾂の指定する弁済業務開始⽇前においては第⼀号及び第
⼆号に掲げる事項について、当該弁済業務開始⽇以後においては第⼆号に掲げる事項について
説明をするようにしなければならない。
⼀ 営業保証⾦を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
⼆ 社員である旨、当該⼀般社団法⼈の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六⼗四条の七
第⼆項の供託所及びその所在地

(書⾯の交付)
第三⼗七条 宅地建物取引業者は、宅地⼜は建物の売買⼜は交換に関し、⾃ら当事者として契約を
締結したときはその相⼿⽅に、当事者を代理して契約を締結したときはその相⼿⽅及び代理を
依頼した者に、その媒介により契約が成⽴したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に
掲げる事項を記載した書⾯を交付しなければならない。
⼀ 当事者の⽒名(法⼈にあつては、その名称)及び住所
⼆ 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表⽰⼜は当該建物の所在、
種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表⽰

三 代⾦⼜は交換差⾦の額並びにその⽀払の時期及び⽅法
四 宅地⼜は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代⾦及び交換差⾦以外の⾦銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該⾦銭の
授受の時期及び⽬的

七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⼋ 損害賠償額の予定⼜は違約⾦に関する定めがあるときは、その内容
九 代⾦⼜は交換差⾦についての⾦銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、
当該あつせんに係る⾦銭の貸借が成⽴しないときの措置

⼗ 天災その他不可抗⼒による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⼗⼀ 当該宅地若しくは建物の瑕疵かしを担保すべき責任⼜は当該責任の履⾏に関して講ずべ
き保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容

⼗⼆ 当該宅地⼜は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
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２ 宅地建物取引業者は、宅地⼜は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはそ
の相⼿⽅及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成⽴したときは当該契約の各当事者
に、次に掲げる事項を記載した書⾯を交付しなければならない。
⼀ 前項第⼀号、第⼆号、第四号、第七号、第⼋号及び第⼗号に掲げる事項
⼆ 借賃の額並びにその⽀払の時期及び⽅法
三 借賃以外の⾦銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該⾦銭の授受の時期及
び⽬的

３ 宅地建物取引業者は、前⼆項の規定により交付すべき書⾯を作成したときは、取引主任者をし
て、当該書⾯に記名押印させなければならない。

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三⼗七条の⼆ 宅地建物取引業者が⾃ら売主となる宅地⼜は建物の売買契約について、当該宅地
建物取引業者の事務所その他国⼟交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務
所等」という。)以外の場所において、当該宅地⼜は建物の買受けの申込みをした者⼜は売買契
約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契
約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書⾯により、当該買受けの申込みの撤
回⼜は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を⾏うことができ
る。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償⼜は違約⾦の⽀
払を請求することができない。
⼀ 買受けの申込みをした者⼜は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国⼟交通
省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を⾏うことができる旨及びその申込
みの撤回等を⾏う場合の⽅法について告げられた場合において、その告げられた⽇から起算
して⼋⽇を経過したとき。

⼆ 申込者等が、当該宅地⼜は建物の引渡しを受け、かつ、その代⾦の全部を⽀払つたとき。
２ 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書⾯を発した時に、その効⼒を⽣ずる。

、 、 、 、３ 申込みの撤回等が⾏われた場合においては 宅地建物取引業者は 申込者等に対し 速やかに
買受けの申込み⼜は売買契約の締結に際し受領した⼿付⾦その他の⾦銭を返還しなければならな
い。

４ 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(損害賠償額の予定等の制限)
第三⼗⼋条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地⼜は建物の売買契約において、当事者の
債務の不履⾏を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、⼜は違約⾦を定めるとき
は、これらを合算した額が代⾦の額の⼗分の⼆をこえることとなる定めをしてはならない。

２ 前項の規定に反する特約は、代⾦の額の⼗分の⼆をこえる部分について、無効とする。

(⼿附の額の制限等)
第三⼗九条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地⼜は建物の売買契約の締結に際して、
代⾦の額の⼗分の⼆をこえる額の⼿附を受領することができない。

２ 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地⼜は建物の売買契約の締結に際して⼿附を受領
したときは、その⼿附がいかなる性質のものであつても、当事者の⼀⽅が契約の履⾏に着⼿す
るまでは、買主はその⼿附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の
解除をすることができる。

３ 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

(瑕疵担保責任についての特約の制限)
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第四⼗条 宅地建物取引業者は、⾃ら売主となる宅地⼜は建物の売買契約において、その⽬的物の
瑕疵を担保すべき責任に関し、⺠法(明治⼆⼗九年法律第⼋⼗九号)第五百七⼗条において準⽤す
る同法第五百六⼗六条第三項に規定する期間についてその⽬的物の引渡しの⽇から⼆年以上と
なる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

２ 前項の規定に反する特約は、無効とする。

(⼿付⾦等の保全)
第四⼗⼀条 宅地建物取引業者は、宅地の造成⼜は建築に関する⼯事の完了前において⾏う当該⼯
事に係る宅地⼜は建物の売買で⾃ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる
措置を講じた後でなければ、買主から⼿付⾦等(代⾦の全部⼜は⼀部として授受される⾦銭及び
⼿付⾦その他の名義をもつて授受される⾦銭で代⾦に充当されるものであつて、契約の締結の
⽇以後当該宅地⼜は建物の引渡し前に⽀払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならな
い。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が
所有権の登記をしたとき、⼜は当該宅地建物取引業者が受領しようとする⼿付⾦等の額(既に受
領した⼿付⾦等があるときは、その額を加えた額)が代⾦の額の百分の五以下であり、かつ、宅
地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相⼿⽅の利益の保護を考慮して政令で定める額以
下であるときは、この限りでない。
⼀ 銀⾏その他政令で定める⾦融機関⼜は国⼟交通⼤⾂が指定する者(以下この条において「銀
⾏等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した⼿付⾦等の返還債務を負うこ
ととなつた場合において当該銀⾏等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下
「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀⾏等が⼿付
⾦等の返還債務を連帯して保証することを約する書⾯を買主に交付すること。

⼆ 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第⼀項⼜は第百⼋⼗五条第⼀項の免許
を受けて保険業を⾏う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引
業者が受領した⼿付⾦等の返還債務の不履⾏により買主に⽣じた損害のうち少なくとも当該
返還債務の不履⾏に係る⼿付⾦等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約す

、 、 。る保証保険契約を締結し かつ 保険証券⼜はこれに代わるべき書⾯を買主に交付すること
２ 前項第⼀号の規定による保証委託契約は、銀⾏等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約
を買主との間において成⽴させることを内容とするものでなければならない。
⼀ 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した⼿付⾦等の返還債務の全部を保証す
るものであること。

⼆ 保証すべき⼿付⾦等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した⼿付⾦等に係
る宅地⼜は建物の引渡しまでに⽣じたものであること。

３ 第⼀項第⼆号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければ
ならない。
⼀ 保険⾦額が、宅地建物取引業者が受領しようとする⼿付⾦等の額(既に受領した⼿付⾦等が
あるときは、その額を加えた額)に相当する⾦額であること。

⼆ 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成⽴した時から宅地建物取引業者が受領した⼿付
⾦等に係る宅地⼜は建物の引渡しまでの期間であること。

４ 宅地建物取引業者が、第⼀項に規定する宅地⼜は建物の売買を⾏う場合(同項ただし書に該当
する場合を除く。)において、同項第⼀号⼜は第⼆号に掲げる措置を講じないときは、買主は、
⼿付⾦等を⽀払わないことができる。

５ 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第⼀項に
規定する買主の承諾を得て、電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤
する⽅法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国⼟交通省令・内閣府令で定め
るものを講じることができる。この場合において、当該国⼟交通省令・内閣府令で定める措置
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を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
⼀ 第⼀項第⼀号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀⾏等が⼿付⾦等の
返還債務を連帯して保証することを約する書⾯を買主に交付する措置

⼆ 第⼀項第⼆号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書⾯を買主に交付する措置

(業務に関する禁⽌事項)
第四⼗七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相⼿⽅等に対し、次に
掲げる⾏為をしてはならない。
⼀ 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、⼜
はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により⽣じた
債権の⾏使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、⼜
は不実のことを告げる⾏為
イ 第三⼗五条第⼀項各号⼜は第⼆項各号に掲げる事項
ロ 第三⼗五条の⼆各号に掲げる事項
ハ 第三⼗七条第⼀項各号⼜は第⼆項各号(第⼀号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは
将来の利⽤の制限、環境、交通等の利便、代⾦、借賃等の対価の額若しくは⽀払⽅法その他
の取引条件⼜は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資⼒若しくは信⽤に関する事
項であつて、宅地建物取引業者の相⼿⽅等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの

⼆ 不当に⾼額の報酬を要求する⾏為
三 ⼿付けについて貸付けその他信⽤の供与をすることにより契約の締結を誘引する⾏為

（業務に関する禁⽌事項）
第四⼗七条の⼆ 宅地建物取引業者⼜はその代理⼈、使⽤⼈その他の従業者（以下この条におい

「 」 。） 、 、て 宅地建物取引業者等 という は 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し
宅地建物取引業者の相⼿⽅等に対し、利益を⽣ずることが確実であると誤解させるべき断定的
判断を提供する⾏為をしてはならない。

２ 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、⼜は宅地建物取引業に係る
契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相⼿⽅等を威迫してはな
らない。

３ 宅地建物取引業者等は、前⼆項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関
する⾏為⼜は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する⾏為であつて、第三⼗五条第⼀項第⼗
四号イに規定する宅地建物取引業者の相⼿⽅等の利益の保護に⽋けるものとして国⼟交通省令
・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相⼿⽅等の利益の保護に⽋けるもの
として国⼟交通省令で定めるものをしてはならない。

(証明書の携帯等)
第四⼗⼋条 宅地建物取引業者は、国⼟交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者で
あることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

２ 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提⽰しなければならない。
３ 宅地建物取引業者は、国⼟交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を
備え、従業者の⽒名、住所、第⼀項の証明書の番号その他国⼟交通省令で定める事項を記載しな
ければならない。

４ 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲
覧に供しなければならない。
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宅地建物取引業法施⾏規則

第⼗六条の⼗⼆ 法第四⼗七条の⼆第三項 の国⼟交通省令で定める⾏為は、次に掲げるものとす
る。

、 、⼀ 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し 宅地建物取引業者の相⼿⽅等に対し
次に掲げる⾏為をすること。

イ 当該契約の⽬的物である宅地⼜は建物の将来の環境⼜は交通その他の利便について誤解させる
べき断定的判断を提供すること。

ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒
むこと。

ハ 電話による⻑時間の勧誘その他の私⽣活⼜は業務の平穏を害するような⽅法によりその者を困
惑させること。

⼆ 宅地建物取引業者の相⼿⽅等が契約の申込みの撤回を⾏うに際し、既に受領した預り⾦を返
還することを拒むこと。

三 宅地建物取引業者の相⼿⽅等が⼿付を放棄して契約の解除を⾏うに際し、正当な理由なく、
当該契約の解除を拒み、⼜は妨げること

特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）

（⽬的）
第⼀条 この法律は、特定商取引（訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売
取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ ）を公正。
にし、及び購⼊者等が受けることのある損害の防⽌を図ることにより、購⼊者等の利益を保護
し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国⺠経済の健全な発展
に寄与することを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この章及び第五⼗⼋条の四第⼀項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
⼀ 販売業者⼜は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」という ）が営業所、代。
理店その他の主務省令で定める場所（以下「営業所等」という ）以外の場所において、売買。
契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して⾏う商品若しくは指定権利の販売⼜は役務
を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という ）の申込みを受け、若しくは役務提供。
契約を締結して⾏う役務の提供
⼆ 販売業者⼜は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び⽌
めて営業所等に同⾏させた者その他政令で定める⽅法により誘引した者（以下「特定顧客」と
いう。※キャッチセールスの定義）から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契
約を締結して⾏う商品若しくは指定権利の販売⼜は特定顧客から役務提供契約の申込みを受
け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して⾏う役務の提供

(訪問販売における⽒名等の明⽰)
第三条 販売業者⼜は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先⽴つて、
その相⼿⽅に対し、販売業者⼜は役務提供事業者の⽒名⼜は名称、売買契約⼜は役務提供契約
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の締結について勧誘をする⽬的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利⼜は役務の種類
を明らかにしなければならない。

（契約を締結しない旨の意思を表⽰した者に対する勧誘の禁⽌等）
、 、 、第三条の⼆ 販売業者⼜は役務提供事業者は 訪問販売をしようとするときは その相⼿⽅に対し

勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
２ 販売業者⼜は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供契約を締結しない旨
の意思を表⽰した者に対し、当該売買契約⼜は当該役務提供契約の締結について勧誘をしては
ならない。

(訪問販売における書⾯の交付)
第四条 販売業者⼜は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につ
き売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき⼜は営業
所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役
務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次
の事項についてその申込みの内容を記載した書⾯をその申込みをした者に交付しなければなら
ない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約⼜は役務提供契約を締結した場合において
は、この限りでない。
⼀ 商品若しくは権利⼜は役務の種類
⼆ 商品若しくは権利の販売価格⼜は役務の対価
三 商品若しくは権利の代⾦⼜は役務の対価の⽀払の時期及び⽅法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期⼜は役務の提供時期
五 第九条第⼀項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回⼜は売買契約若
しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第⼆項から第七項までの規定に関する事項(第
⼆⼗六条第三項⼜は第四項の規定の適⽤がある場合にあつては、同条第三項⼜は第四項の規
定に関する事項を含む。)を含む。)

六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

第五条 販売業者⼜は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する
場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定
めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約⼜は役務提供契約
の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約⼜は役務提供契約の内容を明らかにする書
⾯を購⼊者⼜は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
⼀ 営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき⼜は
役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを
受け、営業所等以外の場所において売買契約⼜は役務提供契約を締結したときを除く。)。

⼆ 営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利⼜は役務につき売買契約⼜は役務提供
契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約⼜は役務提供契約を締結したとき。

三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき⼜は
役務につき役務提供契約を締結したとき。

２ 販売業者⼜は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約
⼜は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、⼜は役務を
提供し、かつ、商品若しくは指定権利の代⾦⼜は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、
主務省令で定めるところにより、前条第⼀号及び第⼆号の事項並びに同条第五号の事項のうち
売買契約⼜は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書⾯を
購⼊者⼜は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
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（禁⽌⾏為）
第六条 販売業者⼜は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結
について勧誘をするに際し、⼜は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤
回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる⾏為をしてはならない。
⼀ 商品の種類及びその性能若しくは品質⼜は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その
他これらに類するものとして主務省令で定める事項

⼆ 商品若しくは権利の販売価格⼜は役務の対価
三 商品若しくは権利の代⾦⼜は役務の対価の⽀払の時期及び⽅法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期⼜は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回⼜は当該売買契約若しくは当該役

務提供契約の解除に関する事項（第九条第⼀項から第七項までの規定に関する事項（第⼆⼗
六条第三項⼜は第四項の規定の適⽤がある場合にあつては、同条第三項⼜は第四項の規定に
関する事項を含む ）を含む ）。 。

六 顧客が当該売買契約⼜は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
（※購⼊動機の誤認）
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約⼜は当該役務提供契約に関する事項であつて、
顧客⼜は購⼊者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

２ 販売業者⼜は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供契約の締結について
勧誘をするに際し、前項第⼀号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない⾏
為をしてはならない。

(指⽰)
第七条 主務⼤⾂は、販売業者⼜は役務提供事業者が第三条、第三条の⼆第⼆項若しくは第四条か
ら第六条までの規定に違反し、⼜は次に掲げる⾏為をした場合において、訪問販売に係る取引
の公正及び購⼊者⼜は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、
その販売業者⼜は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指⽰することができる。
⼀ 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務⼜は訪問販売に係る売買契約
若しくは役務提供契約の解除によつて⽣ずる債務の全部⼜は⼀部の履⾏を拒否し、⼜は不当
に遅延させること。

⼆ 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、⼜は訪
問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当
該売買契約⼜は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客⼜は購⼊者若しくは役務の提
供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第⼀項第⼀号から第五号ま
でに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。

三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて⽇常⽣活において通常必要とされ
る分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況
に照らし不適当と認められる⾏為として主務省令で定めるもの

四 前三号に掲げるもののほか、訪問販売に関する⾏為であつて、訪問販売に係る取引の公正
及び購⼊者⼜は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定
めるもの

■特定商取引法施⾏規則■第七条 法第七条第四号の経済産業省令で定める⾏為は、次の各号に掲げるも
のとする。

⼀ 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕⽅で勧誘を
し、⼜は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚
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えさせるような仕⽅でこれを妨げること。
⼆ ⽼⼈その他の者の判断⼒の不⾜に乗じ、訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供契約を締結させること
三 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を⾏うこと（法第七条第三号
に定めるものを除く 。。）

四 訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書⾯に年齢、職業その
他の事項について虚偽の記載をさせること。

五 訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書⾯であつて、購⼊者⼜は
役務の提供を受ける者（以下この号において「購⼊者等」という ）が⽣命保険に関する契約⼜は⽣命。
共済に関する契約（以下「⽣命保険契約等」という ）の被保険者⼜は被共済者（以下「被保険者等」。
という ）となることに同意する旨記載されているもの（当該⽣命保険契約等についての同意に関する。
事項が⾚枠の中に⽇本⼯業規格Ｚ⼋三〇五に規定する⼋ポイント以上の⼤きさの⾚字で記載されてお
り、かつ当該売買契約⼜は役務提供契約に関する署名⼜は押印とは別に当該⽣命保険契約等に関する署
名及び押印をする欄が設けられているものを除く ）に、当該購⼊者等の署名⼜は押印をさせること。。

イ 法第四条 ⼜は法第五条 の規定により交付する書⾯
ロ 第三者が販売業者⼜は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代⾦若しくは当該役
務提供契約に係る役務の対価（以下「代⾦等」という ）を交付することを条件として購⼊者等が当該。
第三者に当該代⾦等に相当する額を⽀払う旨を記載した書⾯⼜は購⼊者等が代⾦等の全部若しくは⼀部
に充てるための⾦銭を借り⼊れる旨を記載した書⾯

六 訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所
において、顧客の進路に⽴ちふさがり、⼜は顧客につきまとうこと。

七 法第⼆⼗六条第四項第⼀号 の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締
結した際、購⼊者に当該商品を使⽤させ⼜はその全部若しくは⼀部を消費させること。

(業務の停⽌等)
第⼋条 主務⼤⾂は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の⼆第⼆項若しくは第四
条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる⾏為をした場合において訪問販売
に係る取引の公正及び購⼊者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれが
あると認めるとき、⼜は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指⽰に従わない
ときは、その販売業者⼜は役務提供事業者に対し、⼀年以内の期間を限り、訪問販売に関する
業務の全部⼜は⼀部を停⽌すべきことを命ずることができる。

２ 主務⼤⾂は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

（訪問販売における契約の申込みの撤回等 （※クーリングオフ））
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利
若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若
しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務に
つき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者⼜は販
売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは
役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合（営業所等において申込みを受け、
営業所等以外の場所において売買契約⼜は役務提供契約を締結した場合を除く ）若しくは販売。
業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役
務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購⼊者若しくは役務の提
供を受ける者（以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という ）は、書⾯により。
その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回⼜はその売買契約若しくは役務提供契約の
解除（以下この条において「申込みの撤回等」という ）を⾏うことができる。ただし、申込者。
等が第五条の書⾯を受領した⽇（その⽇前に第四条の書⾯を受領した場合にあつては、その書
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⾯を受領した⽇）から起算して⼋⽇を経過した場合（申込者等が、販売業者若しくは役務提供
事業者が第六条第⼀項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げ
る⾏為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、⼜は販売業者若しく
は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて
当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を⾏わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販
売業者⼜は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約⼜は当該役務提
供契約の申込みの撤回等を⾏うことができる旨を記載して交付した書⾯を受領した⽇から起算
して⼋⽇を経過した場合）においては、この限りでない。

２ 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書⾯を発した時に、その効⼒を⽣ずる。
３ 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者⼜は役務提供事業者は、その申込みの撤
回等に伴う損害賠償⼜は違約⾦の⽀払を請求することができない。

４ 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し⼜は権利の移転が
既にされているときは、その引取り⼜は返還に要する費⽤は、販売業者の負担とする。

５ 販売業者⼜は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約⼜は役務提供契約につき
申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使⽤され若
しくは当該権利の⾏使により施設が利⽤され若しくは役務が提供され⼜は当該役務提供契約に
基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使⽤により得られた利
益若しくは当該権利の⾏使により得られた利益に相当する⾦銭⼜は当該役務提供契約に係る役
務の対価その他の⾦銭の⽀払を請求することができない。

６ 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提
供契約に関連して⾦銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなけ
ればならない。

７ 役務提供契約⼜は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約⼜は売買契約につき
申込みの撤回等を⾏つた場合において、当該役務提供契約⼜は当該指定権利に係る役務の提供
に伴い申込者等の⼟地⼜は建物その他の⼯作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業
者⼜は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求
することができる。

８ 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の⼆ 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤
回⼜は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)
を⾏うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたとき
は、この限りでない。
⼀ その⽇常⽣活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買
契約⼜はその⽇常⽣活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役
務の提供を受ける役務提供契約

⼆ 当該販売業者⼜は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履
⾏することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品
若しくは指定権利の分量がその⽇常⽣活において通常必要とされる分量を著しく超えること
となること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは
期間若しくはその分量がその⽇常⽣活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を
著しく超えることとなることを知り、⼜は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しく
は指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその⽇常⽣活において通常必要とされる
分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供

、を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその⽇常⽣活において通常必要とされる回数
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期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、⼜は締結した
売買契約⼜は役務提供契約

２ 前項の規定による権利は、当該売買契約⼜は当該役務提供契約の締結の時から⼀年以内に⾏使
しなければならない。

３ 前条第三項から第⼋項までの規定は、第⼀項の規定による申込みの撤回等について準⽤する。
この場合において、同条第⼋項中「前各項」とあるのは 「次条第⼀項及び第⼆項並びに同条第、
三項において準⽤する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

（訪問販売における契約の申込み⼜はその承諾の意思表⽰の取消し （※不実告知等の取消））
第九条の三 申込者等は、販売業者⼜は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約⼜は役務提供
契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる⾏為をしたことにより、当該各号に定
める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み⼜はその承諾の
意思表⽰をしたときは、これを取り消すことができる。
⼀ 第六条第⼀項の規定に違反して不実のことを告げる⾏為 当該告げられた内容が事実であ
るとの誤認

⼆ 第六条第⼆項の規定に違反して故意に事実を告げない⾏為 当該事実が存在しないとの誤
認

３ 第⼀項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み⼜
はその承諾の意思表⽰に対する⺠法 （明治⼆⼗九年法律第⼋⼗九号）第九⼗六条 の規定の適
⽤を妨げるものと解してはならない。

(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第⼗条 販売業者⼜は役務提供事業者は、第五条第⼀項各号のいずれかに該当する売買契約⼜は役
務提供契約の締結をした場合において、その売買契約⼜はその役務提供契約が解除されたとき
は、損害賠償額の予定⼜は違約⾦の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ
当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害⾦の額を加算した⾦額を超える額
の⾦銭の⽀払を購⼊者⼜は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
⼀ 当該商品⼜は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使⽤料の額⼜は当該権利の⾏
使により通常得られる利益に相当する額(当該商品⼜は当該権利の販売価格に相当する額から
当該商品⼜は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使⽤料の額⼜は当
該権利の⾏使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)

⼆ 当該商品⼜は当該権利が返還されない場合 当該商品⼜は当該権利の販売価格に相当する
額

三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対
価に相当する額

四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転⼜は当該役務の提供の開始前
である場合契約の締結及び履⾏のために通常要する費⽤の額

２ 販売業者⼜は役務提供事業者は、第五条第⼀項各号のいずれかに該当する売買契約⼜は役務提
供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代⾦⼜はその役務提供契約につい
ての対価の全部⼜は⼀部の⽀払の義務が履⾏されない場合(売買契約⼜は役務提供契約が解除さ
れた場合を除く。)には、損害賠償額の予定⼜は違約⾦の定めがあるときにおいても、当該商品
若しくは当該権利の販売価格⼜は当該役務の対価に相当する額から既に⽀払われた当該商品若
しくは当該権利の代⾦⼜は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅
延損害⾦の額を加算した⾦額を超える額の⾦銭の⽀払を購⼊者⼜は役務の提供を受ける者に対
して請求することができない。
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（適⽤除外）
第⼆⼗六条 前三節（＝訪問販売、通信販売、電話勧誘販売）の規定は、次の販売⼜は役務の提
供で訪問販売、通信販売⼜は電話勧誘販売に該当するものについては、適⽤しない。
⼋ 次に掲げる販売⼜は役務の提供
イ ⾦融商品取引法 （昭和⼆⼗三年法律第⼆⼗五号）第⼆条第九項 に規定する⾦融商品取
引業者が⾏う同条第⼋項 に規定する商品の販売⼜は役務の提供、同条第⼗⼆項 に規定す
る⾦融商品仲介業者が⾏う同条第⼗⼀項 に規定する役務の提供、同項 に規定する登録⾦
融機関が⾏う同法第三⼗三条の五第⼀項第三号 に規定する商品の販売⼜は役務の提供、同
法第七⼗九条の⼗ に規定する認定投資者保護団体が⾏う同法第七⼗九条の七第⼀項 に規
定する役務の提供及び同法第⼆条第三⼗項 に規定する証券⾦融会社が⾏う同法第百五⼗六
条の⼆⼗四第⼀項 ⼜は第百五⼗六条の⼆⼗七第⼀項 に規定する役務の提供

ロ 宅地建物取引業法 （昭和⼆⼗七年法律第百七⼗六号）第⼆条第三号 に規定する宅地建
物取引業者（信託会社⼜は⾦融機関の信託業務の兼営等に関する法律 （昭和⼗⼋年法律第
四⼗三号）第⼀条第⼀項 の認可を受けた⾦融機関であつて、宅地建物取引業法第⼆条第⼆
号 に規定する宅地建物取引業を営むものを含む ）が⾏う宅地建物取引業法第⼆条第⼆号。
に規定する商品の販売⼜は役務の提供

ハ 旅⾏業法 （昭和⼆⼗七年法律第⼆百三⼗九号）第六条の四第⼀項 に規定する旅⾏業者
及び同条第三項 に規定する旅⾏業者代理業者が⾏う同法第⼆条第三項 に規定する役務の
提供

第七章 罰則
第七⼗条 第六条第⼀項から第三項まで、第⼆⼗⼀条、第三⼗四条第⼀項から第三項まで、第四
⼗四条⼜は第五⼗⼆条第⼀項若しくは第⼆項の規定に違反した者は、三年以下の懲役⼜は三百
万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。

第七⼗条の⼆ 第⼋条第⼀項、第⼗五条第⼀項若しくは第⼆項、第⼆⼗三条第⼀項、第三⼗九条
第⼀項から第四項まで、第四⼗七条第⼀項⼜は第五⼗七条第⼀項若しくは第⼆項の規定による
命令に違反した者は、⼆年以下の懲役⼜は三百万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。

第七⼗条の三 第六条第四項、第三⼗四条第四項⼜は第五⼗⼆条第三項の規定に違反した者は、
⼀年以下の懲役⼜は⼆百万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。

第七⼗⼀条 第三⼗七条⼜は第五⼗五条の規定に違反して、書⾯を交付せず、⼜はこれらの規定
に規定する事項が記載されていない書⾯若しくは虚偽の記載のある書⾯を交付した者は、六⽉
以下の懲役⼜は百万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。

第七⼗⼆条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰⾦に処する。
⼀ 第四条、第五条、第⼗⼋条、第⼗九条⼜は第四⼗⼆条の規定に違反して、書⾯を交付せず、
⼜はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書⾯若しくは虚偽の記載のある書⾯を交
付した者

⼆ 第七条、第⼗四条、第⼆⼗⼆条、第三⼗⼋条、第四⼗六条⼜は第五⼗六条の規定による指⽰
に違反した者

（以下略）
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⾦融商品取引法

（禁⽌⾏為）
第三⼗⼋条 ⾦融商品取引業者等⼜はその役員若しくは使⽤⼈は、次に掲げる⾏為をしてはなら
ない。ただし、第四号から第六号までに掲げる⾏為にあつては、投資者の保護に⽋け、取引の
公正を害し、⼜は⾦融商品取引業の信⽤を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定め
るものを除く。
⼀ ⾦融商品取引契約の締結⼜はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる⾏為
⼆ 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、⼜は確実であると誤解させるお
それのあることを告げて⾦融商品取引契約の締結の勧誘をする⾏為

三 顧客に対し、信⽤格付業者以外の信⽤格付業を⾏う者の付与した信⽤格付（投資者の保護
に⽋けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く ）について、。
当該信⽤格付を付与した者が第六⼗六条の⼆⼗七の登録を受けていない者である旨及び当該
登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、⾦融商品
取引契約の締結の勧誘をする⾏為

四 ⾦融商品取引契約（当該⾦融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を
図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る ）の締結の勧誘の要請をしていな。
い顧客に対し、訪問し⼜は電話をかけて、⾦融商品取引契約の締結の勧誘をする⾏為（※デ
リバティブ等⼀部の商品に対する規制）

五 ⾦融商品取引契約（当該⾦融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を
。） 、 、図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る の締結につき その勧誘に先⽴つて

顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする⾏為（←※
デリバティブ等⼀部の商品に限った規制）

六 ⾦融商品取引契約（当該⾦融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を
図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る ）の締結の勧誘を受けた顧客が当該⾦。
融商品取引契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意
思を含む ）を表⽰したにもかかわらず、当該勧誘を継続する⾏為。

七 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に⽋け、若しくは取引の公正を害し、⼜は⾦融
商品取引業の信⽤を失墜させるものとして内閣府令で定める⾏為

○⾦融商品取引業等に関する内閣府令
（禁⽌⾏為）
第百⼗七条 法第三⼗⼋条第七号 に規定する内閣府令で定める⾏為は、次に掲げる⾏為とする。
⼀ 次に掲げる書⾯の交付に関し、あらかじめ、顧客（特定投資家（法第三⼗四条の⼆第五項
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三⼗四条の三第四項 （法第
三⼗四条の四第六項 において準⽤する場合を含む ）の規定により特定投資家とみなされる者。
を含む。以下同じ ）を除く。以下この号において同じ ）に対して、法第三⼗七条の三第⼀項。 。
第三号 から第七号 までに掲げる事項（ニに掲げる書⾯を交付する場合にあっては、当該書⾯
に記載されている事項であって同項第三号 から第七号 までに掲げる事項に係るもの）につい
て顧客の知識、経験、財産の状況及び⾦融商品取引契約を締結する⽬的に照らして当該顧客に
理解されるために必要な⽅法及び程度による説明をすることなく、⾦融商品取引契約を締結す
る⾏為
イ 契約締結前交付書⾯
ロ 上場有価証券等書⾯
ハ 第⼋⼗条第⼀項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する⽬論⾒書（同号の規定
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により当該⽬論⾒書と⼀体のものとして交付される書⾯がある場合には、当該⽬論⾒書及び
当該書⾯）
ニ 契約変更書⾯

⼆ ⾦融商品取引契約の締結⼜はその勧誘に関して、虚偽の表⽰をし、⼜は重要な事項につき
誤解を⽣ぜしめるべき表⽰をする⾏為
三 ⾦融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、
⼜は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する⾏為（第三者をして特別の利益の提供を
約させ、⼜はこれを提供させる⾏為を含む ）。
四 ⾦融商品取引契約の締結⼜は解約に関し、偽計を⽤い、⼜は暴⾏若しくは脅迫をする⾏為
五 ⾦融商品取引契約に基づく⾦融商品取引⾏為を⾏うことその他の当該⾦融商品取引契約に
基づく債務の全部⼜は⼀部の履⾏を拒否し、⼜は不当に遅延させる⾏為
六 ⾦融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する⾦銭、有価証券その他の財産⼜は委託証拠
⾦その他の保証⾦を虚偽の相場を利⽤することその他不正の⼿段により取得する⾏為
七 ⾦融商品取引契約の締結⼜は解約に関し、顧客（当該⾦融商品取引契約が抵当証券等及び
商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの、令第⼗六条の四第⼀項 に規定する

迷惑契約並びに同条第⼆項 に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個⼈に限る ）に。
を覚えさせるような時間に電話⼜は訪問により勧誘する⾏為
⼋ 法第三⼗⼋条第四号 に規定する⾦融商品取引契約の締結を勧誘する⽬的があることを顧客
（特定投資家を除く ）にあらかじめ明⽰しないで当該顧客を集めて当該⾦融商品取引契約の。
締結を勧誘する⾏為

、 （ 。）九 法第三⼗⼋条第六号 に規定する⾦融商品取引契約の締結につき 顧客 特定投資家を除く
があらかじめ当該⾦融商品取引契約を締結しない旨の意思（当該⾦融商品取引契約の締結の勧
誘を受けることを希望しない旨の意思を含む ）を表⽰したにもかかわらず、当該⾦融商品取。
引契約の締結の勧誘をする⾏為

消費者契約法

（消費者契約の申込み⼜はその承諾の意思表⽰の取消し）
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して
次の各号に掲げる⾏為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者
契約の申込み⼜はその承諾の意思表⽰をしたときは、これを取り消すことができる。
⼀ 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であると
の誤認

⼆ 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の⽬的となるものに関し、将来におけるその価
額、将来において当該消費者が受け取るべき⾦額その他の将来における変動が不確実な事項
につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤
認

２ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重
要事項⼜は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当
該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと
消費者が通常考えるべきものに限る ）を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しな。
いとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み⼜はその承諾の意思表⽰をしたときは、
これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようと
したにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

３ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲
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げる⾏為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み⼜はその承諾の意思
表⽰をしたときは、これを取り消すことができる。
⼀ 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居⼜はその業務を⾏っている場所から退去すべ
き旨の意思を⽰したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

⼆ 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去す
る旨の意思を⽰したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

４ 第⼀項第⼀号及び第⼆項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費
者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
⼀ 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の⽬的となるものの質、⽤途その他の内容
⼆ 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の⽬的となるものの対価その他の取引条件

１ 第⼀項から第三項までの規定による消費者契約の申込み⼜はその承諾の意思表⽰の取消しは、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。

貸⾦業法
（取⽴て⾏為の規制）
第⼆⼗⼀条 貸⾦業を営む者⼜は貸⾦業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取⽴てについて
貸⾦業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取⽴てをするに
当たつて、⼈を威迫し、⼜は次に掲げる⾔動その他の⼈の私⽣活若しくは業務の平穏を害するよ
うな⾔動をしてはならない。
⼀ 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定
める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を⽤いて送信し、⼜は債
務者等

の居宅を訪問すること。
○貸⾦業法施⾏規則１９条
法第⼆⼗⼀条第⼀項第⼀号 （法第⼆⼗四条第⼆項 、第⼆⼗四条の⼆第⼆項、第⼆⼗四条の三第⼆項、
第⼆⼗四条の四第⼆項、第⼆⼗四条の五第⼆項及び第⼆⼗四条の六において準⽤する場合を含む ）に規。

午後九時から午前⼋時までの間とする定する内閣府令で定める時間帯は、

⼆ 債務者等が弁済し、⼜は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、そ
の申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前
号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファ
クシミリ装置を⽤いて送信し、⼜は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を
送達し、若しくはファクシミリ装置を⽤いて送信し、⼜は債務者等の勤務先その他の居宅以外
の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅⼜は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該
場所から退去すべき旨の意思を⽰されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、⽴看板その他何らの⽅法をもつてするを問わず、債務者の借⼊れに関する事実そ
の他債務者等の私⽣活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの⾦銭の借⼊れその他これに類する⽅法により貸
付けの契約に基づく債務の弁済資⾦を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
⼋ 債務者等以外の者が債務者等の居所⼜は連絡先を知らせることその他の債権の取⽴てに協
⼒することを拒否している場合において、更に債権の取⽴てに協⼒することを要求すること
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護⼠若しくは弁護⼠法⼈若
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（ 「 」 。） 、しくは司法書⼠若しくは司法書⼠法 ⼈ 以下この号において 弁護⼠等 という に委託し
⼜はその処理のため必要な裁判所における⺠事事件に関する⼿続をとり、弁護⼠等⼜は裁判所

、 、 、から書⾯によりその旨の通知があつた場合において 正当な理由がないのに 債務者等に対し
電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を⽤いて送信し、⼜は訪問する⽅法に
より、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求めら
れたにもかかわらず、更にこれらの⽅法で当該債務を弁済することを要求すること。
⼗ 債務者等に対し、前各号（第六号を除く ）のいずれかに掲げる⾔動をすることを告げるこ。
と。


